
２月１４日、サービック会社に対し２０２５年度賃金引き上げ、夏期手当、諸手当、

労働条件に関する申し入れをしました。

ベースアップ
・全社員の基本給を一律20,000円引き上げ
各社員の時給アップ

・パート社員の時給を1,500円・６５歳以降の一般社員の時給を1,500円

・リーダーの時給を1,700円 ・マネージャーの時給を1,800円

夏期手当

・基準月額の３,５ヵ月

・パート社員、一律の１０万円

勤務手当

・超過勤務手当を150/100 ・夜勤手当を50/100

・公休、休日、特休労働手当を160/100

住宅補給金・持ち家手当

・住宅補給金上限40,000円/月 ・持ち家手当20,000円/月を支給

万博手当

・大阪・関西万博手当を開催期間中、20,000円/月支給

年間休日

・基準労働時間が７時間４５分の社員の年間休日を１２０日

ＪＳ労はすべての要求獲得を目指します！

メールアドレス・jsrou@yahoo.ne.jp

ＪＲサービック労働組合 No.５６

２０２５年２月２３日

ＪＲサービック労働組合

発行責任者 柳楽 関

ベースアップ２万円を要求！
サービック春闘スタート！


